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介
護
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険
法
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業
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定
介
護
予
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ス
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○
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指
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施
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告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
四
百
三
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
南
建
設
事
務

所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
一
月
七
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

道
路
の

路
　
線
　
名

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

延
　
　
　
長

供
用
開
始
の

種
類

（
メ
ー
ト
ル
）
期
日

県
道

山
保
久
那
土

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
山
保
字
小
垈

二
七
・
四
平
成
二
十
四

線

一
〇
五
〇
番
の
一
地
先
か
ら

年
十
二
月
十

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
山
保
字
小
垈

日

一
〇
三
四
番
の
一
地
先
ま
で

公
　
　
　
告

'

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。
そ
の
関
係
書
類
は
、
県
民
情
報
セ
ン
タ
ー

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日
　
平
成
二
十
四
年
十
二
月
三
日

二
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並

び
に
そ
の
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

１
　
名
称
　
特
定
非
営
利
活
動
法
人
マ
リ
ッ
ジ
コ
ン
サ
ル
協
会
　
Ｋ
ｏ
ｔ
ｏ
ｂ
ｕ
ｋ
ｉ

２
　
代
表
者
の
氏
名
　
橋
本
尚
之

３
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
　
山
梨
県
甲
府
市
朝
気
一
丁
目
一
番
七
号

４
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
結
婚
を
希
望
す
る
未
婚
者
や
再
婚
者
に
対
し
て
、
結
婚
相
手
の
紹
介
及
び
相
談

活
動
、
結
婚
に
関
す
る
各
種
イ
ベ
ン
ト
の
開
催
、
情
報
の
提
供
な
ど
の
結
婚
推
進
支
援
事
業
を
行

う
と
と
も
に
、
年
の
差
結
婚
に
関
す
る
幅
広
い
分
野
で
の
調
査
研
究
及
び
教
育
活
動
を
行
い
、
年

の
差
結
婚
に
対
す
る
正
し
い
知
識
と
見
識
を
広
め
、
幸
せ
な
家
庭
づ
く
り
と
豊
か
な
人
づ
く
り
を

目
標
に
、
少
子
化
対
策
及
び
活
力
あ
る
地
域
づ
く
り
を
図
り
、
地
域
の
人
口
増
加
に
寄
与
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。

三
　
縦
覧
期
間
　
平
成
二
十
四
年
十
二
月
三
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
二
月
二
日
ま
で

'

介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
の
指
定

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
、
第
四
十
六
条
第
一
項
及
び

第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
を
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
と
し
て
指
定
し
た
。

平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

名
　
　
称

所
　
在
　
地

介
護
保
険

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

指
定
年
月
日

事
業
所
番
号

ア
ル
フ
ァ
ケ
ア

山
梨
県
甲
府
市

一
九
七
〇
一
〇

介
護
予
防
短
期
入
所
生
平
成
二
十
四
年

西
甲
府
介
護
施

富
竹
一
丁
目
三

三
五
七
六

活
介
護
　
短
期
入
所
生
十
月
二
十
三
日

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
八
十
四
号
　
　
平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

七
〇
七

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
四
年

十
二
月
十
日

第
二
千
二
百
八
十
四
号

月　曜　日



設

番
十
号

活
介
護

初
狩
富
士
薬
局

山
梨
県
大
月
市

一
九
四
一
四
一

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
平
成
二
十
四
年

初
狩
町
中
初
狩

〇
三
一
六

理
指
導
（
み
な
し
）

十
一
月
一
日

百
十
番
地
二

居
宅
療
養
管
理
指
導
（

み
な
し
）

や
さ
し
い
手
甲

山
梨
県
甲
府
市

一
九
七
〇
一
〇

居
宅
介
護
支
援

府
南
事
業
所

上
今
井
町
七
百

三
五
八
四

六
十
番
地
Ｎ
Ｋ

Ｋ
ビ
ル
二
階

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

山
梨
県
南
巨
摩

一
九
七
〇
七
〇

介
護
予
防
通
所
介
護

き
わ
み
み
の
ぶ

郡
身
延
町
帯
金

一
二
〇
五

通
所
介
護

ハ
ウ
ス

八
百
三
十
三
番

地
一

き
ず
な
福
祉
サ

山
梨
県
都
留
市

一
九
七
一
一
〇

居
宅
介
護
支
援

ー
ビ
ス

井
倉
三
百
三
十

〇
三
二
四

三
番
地
二

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

山
梨
県
富
士
吉

一
九
七
一
二
〇

通
所
介
護

ひ
ま
わ
り

田
市
下
吉
田
二

〇
五
四
六

丁
目
十
番
八
号

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

山
梨
県
甲
斐
市

一
九
七
一
七
〇

介
護
予
防
通
所
介
護

信
玄
西
八
幡

西
八
幡
二
千
百

〇
五
五
二

通
所
介
護

二
十
二
番
地

ほ
く
と
夢
ポ
ケ

山
梨
県
北
杜
市

一
九
七
一
九
〇

介
護
予
防
通
所
介
護

ッ
ト
デ
イ
サ
ー

小
淵
沢
町
上
笹

〇
四
五
九

通
所
介
護

ビ
ス
互

尾
三
千
三
百
三

十
二
番
地
二
千

五
百
六
十

あ
い
里

山
梨
県
上
野
原

一
九
七
二
〇
〇

介
護
予
防
福
祉
用
具
貸

市
コ
モ
ア
し
お

〇
二
五
九

与
　
特
定
介
護
予
防
福

つ
一
丁
目
四
十

祉
用
具
販
売
　
福
祉
用

一
番
一
号

具
貸
与
　
特
定
福
祉
用

具
販
売

こ
も
れ
び
こ
ど

山
梨
県
南
ア
ル

一
九
一
一
六
〇

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
平
成
二
十
四
年

も
ク
リ
ニ
ッ
ク

プ
ス
市
在
家
塚

〇
六
五
六

理
指
導
（
み
な
し
）

十
一
月
五
日

六
十
七
番
地
一

介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
（
み
な

し
）

介
護
予
防
訪
問

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

（
み
な
し
）

介
護
予

防
訪
問
看
護
（
み
な
し

）

居
宅
療
養
管
理
指

導
（
み
な
し
）

通
所

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

（
み
な
し
）

訪
問
リ

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
（

み
な
し
）

訪
問
看
護

（
み
な
し
）

指
定
居
宅
介
護

山
梨
県
甲
府
市

一
九
七
〇
一
〇

居
宅
介
護
支
援

平
成
二
十
四
年

支
援
事
業
所
コ

相
生
一
丁
目
二

三
五
九
二

十
一
月
十
日

ス
モ
・
ア
ビ
タ

番
三
号

ー
レ

'

介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指

定
の
一
部
の
効
力
の
停
止

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
七
条
第
一
項
及
び
第
百
十
五
条
の
九
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
事
業
者
に
つ
い
て
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ

ス
事
業
者
の
指
定
の
一
部
の
効
力
を
停
止
し
た
。

平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
十
二
日

二
　
処
分
を
し
た
事
業
者
の
名
称
等

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
八
十
四
号
　
　
平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
日

七
〇
八



事
業
者
の
名

事
業
者
の
所
在

事
業
者
の
名
称

事
業
者
の
所
在

サ
ー
ビ
ス
介
護
保
険
事

称

地

地

の
種
類

業
所
番
号

有
限
会
社
訪

甲
府
市
城
東
三

訪
問
介
護
え
が

甲
府
市
伊
勢
四

訪
問
介
護
一
九
七
〇
一

問
介
護
え
が

丁
目
十
三
番
八

お
　
介
護
予
防

丁
目
三
十
三
番

介
護
予
〇
一
六
八
七

お

号

訪
問
介
護
事
業

十
号

防
訪
問
介

所
え
が
お

護

三
　
処
分
の
内
容
及
び
期
間

１
　
処
分
の
内
容

平
成
十
六
年
九
月
一
日
付
け
山
梨
県
指
令
峡
中
健
第
二
千
五
百
六
号
及
び
平
成
十
八
年
三
月
二

十
九
日
付
け
山
梨
県
指
令
峡
中
健
第
五
千
六
百
八
十
号
の
指
定
に
係
る
事
業
所
に
よ
り
行
わ
れ
る

新
規
利
用
者
へ
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
に
つ
い
て
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
及
び
指
定
介
護
予
防
サ

ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
の
一
部
の
効
力
を
停
止
す
る
。

２
　
期
間

平
成
二
十
四
年
十
二
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
八
日
ま
で

'

換
地
処
分
の
実
施

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、

県
営
畑
地
帯
総
合
整
備
事
業
（
玉
宮
地
区
玉
宮
第
二
工
区
）
の
換
地
処
分
を
平
成
二
十
四
年
十
二
月
三

日
実
施
し
た
。

平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

'

基
本
測
量
の
実
施

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
四

年
十
一
月
二
十
九
日
付
け
で
国
土
地
理
院
長
か
ら
次
の
と
お
り
基
本
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ

っ
た
。平

成
二
十
四
年
十
二
月
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
作
業
種
類
　
基
本
測
量
（
空
中
写
真
撮
影
・
オ
ル
ソ
作
成
）

二
　
作
業
期
間
　
平
成
二
十
四
年
十
二
月
三
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三
　
作
業
地
域
　
南
部
町

'

公
共
測
量
の
実
施

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
四
年
十
一
月
十
五
日
付
け
で
甲
府
河
川
国
道
事
務
所
か
ら
次
の
と

お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
作
業
種
類
　
公
共
測
量
（
新
山
梨
環
状
道
路
・
国
道
五
十
二
号
空
中
写
真
測
量
）

二
　
作
業
期
間
　
平
成
二
十
四
年
十
一
月
三
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日
ま
で

三
　
作
業
地
域
　
甲
府
市
、
甲
斐
市
及
び
笛
吹
市

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
八
十
四
号
　
　
平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
日

七
〇
九



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
八
十
四
号
　
　
平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
日

七
一
〇


